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エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査 

最終報告書 

 

 

１．市政運営に関する調査特別委員会設置の経過について 

 

（１）委員会設置の経緯（中間報告以降） 

令和７年第 212回浦添市議会定例会（３月 24日）において、第 14期の議員に

よって構成された市政運営に関する調査特別委員会から、エヌ・ティ・ティ・デ

ータ九州と裁判上の和解をした和解金に関する中間調査報告書が提出された。 

しかし、本事件については、審議未了のため、３月 10日、第 17回本特別委員

会において、引き続き真相解明に向けた協議を行っていただきたいとの申し送り

事項が決定されている。 

それを受け、令和７年６月２日、エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和

解をした和解金に関する調査を付託するため、第 15期の議員 12人の委員をもっ

て構成する市政運営に関する調査特別委員会が設置された。 

 

 

（２）委員会の設置 

1) 調査事項 

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査を行

う。 

 

2) 調査内容 

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する経緯及び

その内容等の真相究明に関する事項の調査を行う。 

 

3) 委員の定数 

１２人（令和７年６月２日設置） 

 

4) 委員の氏名 

    委 員 長   比 嘉 武 宏（令和７年９月 10 日委員長辞任・委員退任） 

     副委員長   古波蔵 保 尚（令和７年９月 10日委員長就任） 

     委  員   大 城   翼 

     委  員   具 志 未由李 

     委  員   又 吉 愛 華（令和７年９月 10日副委員長就任） 

     委  員   下 地 秀 男 

     委  員   豊 元 ふ き 
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委  員   下 門 愛 花 

委  員   安谷屋   仁 

委  員   宜野座 富 夫 

委  員   田 畑 翔 吾 

委  員   當 間 清 春 

    委    員      儀 間 光 秀（令和７年 12月２日委員選任） 

 

 

２．市政運営に関する調査特別委員会の開催状況について 

 

（１）本特別委員会の開催状況 

本特別委員会は、令和７年６月２日の設置から令和８年３月 13日まで、計 12回

開催されている。 

この間、エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調

査において、当該和解金に携わった職員への出席を要求し、質疑を行うなど計 11回

の委員会を開催し、多様な観点から本件の真相解明に取り組んだ。 

 

 

回     

 

数  

開 

催 

日 

 

調  査  の  内  容 

第

１

回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和

７年 

６ 

月 

２ 

日 

  

  

  

  

  

  

比嘉武宏臨時委員長のもと委員長の互選を行い、指名推選により、比嘉 

武宏委員が委員長に選任された。 

副委員長の互選を行い、指名推選により、古波蔵保尚委員が副委員長に 

選任された。 

また、協議の結果、閉会中継続審査申出書を議長に提出することが決定 

され、会議録を作成することが決定された。 

 

これまでに、作成されたエヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解 

をした和解金に関する中間調査報告書（第 14期 市政運営に関する調 

査特別委員会）、監査の要求に係る監査の結果について（浦添市監査委 

員）資料(1)が要求された。 

 

資

料

配

布 

 

６ 

月  

６ 

日 

 

委員に、エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に 

関する中間調査報告書（第 14期 市政運営に関する調査特別委員会）、 

監査の要求に係る監査の結果について（浦添市監査委員）資料(1)が配 

布された。 
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６ 

月  

20 

日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議の結果、以下の事項が決定された。 

① 会議時間は、原則として午前10時から午後４時30分までを目途とす

る。 

② 各委員の質疑時間は、答弁を除いて10分とする。 

③ 本委員会において、各調査項目の調査に必要な資料等について協議・ 

決定し、執行部に対して資料等の要求を行う。また、執行部から提

出された資料について、関係する説明員の出席要求を行い、当該資

料の説明を求めた後に質疑を行う。 

④ 招集通知及び資料の紙面による配布は、原則、同封して、議会事務

局内の各委員の文書棚に差し入れ、招集通知及び資料の配信につい

ては、「elgana」及び「SDNeo」を利用した電磁的記録により行う。 

⑤ 調査項目の調査終了時点で調査報告書を、調査途中の中間報告が必

要な場合は中間報告書を、それぞれ本委員会で取りまとめのうえ決

定し、本会議の場で報告することを議長へ申し入れる。 

 

次回以降の特別委員会について、以下のとおり決定された。 

① 執行部に対して、本特別委員会への出席及び調査事項のこれまでの

経緯・概要・現在状況等を記した資料の提出を求めるとともに、そ

れについての質疑を行う。 

② 浦添市監査委員に出席及び先般提出された監査の要求に係る監査の

結果について資料(1)の報告を求め、それについての質疑を行う。 

上記について、議長へ申し入れを行う。 

 

調査事項等の報告を受けた後、あらためて今後の本特別委員会の運営方

針について協議する。 

 

次回の日程について 

次回の日程は、８月12日（火）及び８月13日（水）の２日間開催するこ

とが決定された。 

 

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する 

調査に関する資料について、第15期においても資料の要求を行うか協 

議が行われ、必要な委員は事務局へ申し出ることが決定された。 

 

閉会中継続審査申出書（議会提出日の変更）を議長へ提出することが決

定された。 
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説明員として、総務部長、企画部長、職員課長、情報政策課長、職員課

人事係長、情報政策課情報政策係長、情報政策課情報政策係主査に出席

を求め質疑が行われた。 

   

【執行部からの説明後、主な質疑】 

 最初に、エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金

に関する調査に関連したこれまでの経緯、現在の状況、今後の方針等を

記載した資料について（報告）資料(2)に沿って、執行部より報告がな

された後、質疑が行われた。 

 

（委員の質疑要旨） 

そもそもベンダーロックインを打破する必要があったのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

当時の状況としては、改修費にお金がかかる、システムを導入したベン

ダーしか改修ができないことから、ベンダーロックインの打破を目指

し、かつ地元事業者の育成を図りたいという思いで、第五次総合行政シ

ステムに向けての動きがあった。 

 

（委員の質疑要旨） 

システム導入について、各担当課から賛成や反対の意見を聞いて導入に

至ったのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

当時、説明会は開いているが、各課からの要望とか、アンケート調査を

行ったかどうかは、不明である。 

 

（委員の質疑要旨） 

解約の前に、そもそも導入の時点で危うい。当時の市長・副市長に責任

はないのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

導入のときの契約締結の決裁権者は副市長となっている。その後の対応

については、資料上確認が取れないが、開始直後にシステムが停止して、

新聞報道にもなったので、市長・副市長含め、トラブルについては認識

していたものと考えている。特別職の責任については、法律上、内部の

方からは問うことができないのでお答えができない。 
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（委員の質疑要旨） 

市民負担につながる契約の解除という極めて重要な決定について、起案

文書が作成されていないとのことだが、それでいいのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

二役も含めて、その解約については、しっかり内容の確認を取っている

認識である。しかし、あくまで調整という報告文書として残っているた

め、本来は、意思決定の起案文書が適正である。 

 

（委員の質疑要旨） 

契約書の中に、途中解約やその付帯事項はなかったのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

「第10条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は

何らの通知等を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除できるもの

とする。」とあり、（1）の部分を適用して解除に至っている。 

 

（委員の質疑要旨） 

裁判に負けたってことは、この条文がかなわなかったということか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

賃貸借契約か請負契約かというのは、争点として審理され、裁判所は請

負または準委託になると判断した。 

 

（委員の質疑要旨） 

市は、顧問弁護士と何回相談したのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

顧問弁護士と十数回相談している。 

 

（委員の質疑要旨） 

契約事務における基本的な手続きが遵守されていない、そのようなずさ

んな契約事務が市民に大きな負担を強いてしまったと感じる。 

再発防止策で、今後浦添市ＩＴガバナンスガイドラインで定められた各

プロセスで作成される全ての文書を公文書として適切に作成、保存する

ことを意識づけるとあるが、本当に解決していけるのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 
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今後、同様な事案を防いでいくために、浦添市ＩＴガバナンスガイドラ

インをみんなで共有し実行していく。 

 

（委員の質疑要旨） 

このような管理体制だと必ずまた起こると思うので、これ以上市民負担

を起こさせないためにどうするのか。 

附帯決議にあるように、行政として、今後どのように市民負担をかけな

いように対応するのか。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

再発防止策については、絵に描いた餅で終わらない覚悟で報告書を作成

している。契約内容によるが、外部専門家による契約の法的チェック・

重要案件に関する委員会の多角的審議の必須化・全てのプロセスの文書

化と適正保存など、市民の信頼を回復するためにも、報告書を出してい

る。 

附帯決議について、市民へ負担を負わせないということは重く受け止め

ている。ガバナンス不全に対する対応を最大の責務と考えて、このよう

な事態を繰り返さないための本当に実効性のある再発防止策を構築し、

断行していくことが附帯決議の趣旨にお応えする唯一の道だと考えて

いる。 

 

（委員の質疑要旨） 

２億6,000万円について、個人の故意や重大な過失としては認められな

かったので、市民が負担するという結論でいいのか。 

 

（職員課長の答弁要旨） 

個人に賠償請求するとなると、やはり法に基づいてということになる。

地方自治法上の規定に照らすと、現状として、個人賠償が発生する状況

にはないというところになる。 

そういった意味では、皆様の税金から支出されるということになってい

る。大変申し訳なく思う。 

 

（委員の質疑要旨） 

この報告書は、市長、副市長も一緒につくり上げたのか。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

部長会と庁議において、事前に、二役による内容の確認、報告をしてい

る。 
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（委員の質疑要旨） 

市民への説明責任はどうするのか。説明を特別職から行う認識か。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

しっかり、内部で検討する。 

 

（委員の質疑要旨） 

契約の解除において、正規起案文書を作成していなかったのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

契約解除の意思決定と契約解除の通知の本来２つあるべき起案文書に 

ついて、契約解除の通知に係る起案文書はあるが、契約解除の意思決定 

に係る起案文書はない。 

 

（委員の質疑要旨） 

１つの起案文書は、正規な事務手続きを経ていなかったのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

委員の御認識のとおりである。 

 

（委員の質疑要旨） 

市から、契約の解除、解約したい意思を最初に伝えたのはいつ頃か。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

平成25年12月９日である。 

 

（委員の質疑要旨） 

（報告）資料(2)４ページの監査結果の要点について、市民に説明でき

るのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

実際、こういった事実があったということは反省すべきだと思っている

ので、責めらるとは思うが、きちんと説明すべきであると考える。 

 

（委員の質疑要旨） 

（報告）資料(2)４ページの2.監査結果の要点について、予定価格の積

算根拠となる資料、設計書などが不存在または不明確、これはどういう
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意味か。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

予定価格の積算根拠となる資料が、もともと設計書に添付されていなか

ったのか、紛失したものか状況が定かでなく不存在であった。 

また、ついてはいるが、その数字が予定価格の設計書に書かれた数字と

一致しないものがあって、（監査から）不明確という記載をさせていた

だいて、という指摘事項もあった。 

 

（委員の質疑要旨） 

契約保証金免除の根拠資料の不存在、または不備により免除の妥当性の

判断ができないとは何か。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

契約保証金を免除するに当たって、適用する条文の記載はあるが、その

説明が明確に示されていなかったとの監査の指摘があった。 

 

（委員の質疑要旨） 

納品物の不足がある状態で検収を行ったのは理解できない。どう考える

のか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

現時点で残された資料から確認できることは、マニュアルがなかったと

いう納品物に不足があった状態で検収が行われた。 

今後、再発防止策として、きちんと客観的な証跡に基づいてシステムの

稼働判定を行うなどの契約規則を遵守し、検収を実施していきたい。 

 

（委員の質疑要旨） 

現時点で、説明責任について、その結論を見出してほしいと思うがいか

が。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

法的に示されている監査の結果を受けて説明責任がある。 

今回の監査について、結果が出た契約解除と支払い停止に関する意見、

監査委員からの意見、また控訴した意見なども出ているので、しっかり

市民に説明をする。 

本当に今回報告書として出しているが、委員の御指摘を極めて重く受け

止めている。 



9 

 

第

３

回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

月  

12 

日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、監査を受けて地方自治法上、職員に賠償を命じるには、

故意または重大な過失があったことの認定が必要になるので、そういっ

た意味では慎重にならざるを得ない状況もある。 

今回の監査を踏まえて、そこを認定するには至らなかったことが専門的

に判断が示されたので、我々にできることは、今後二度とこのようなこ

とが起こらないように、しっかり組織全体のガバナンスを周知する。 

また説明の仕方は今一度検討する。 

 

（委員の質疑要旨） 

システムの稼働直後から慢性的な不具合が頻発していたとあるが、なぜ

検証プロジェクトを立ち上げるまで時間がかかったのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

平成25年に検証プロジェクトが立ち上がる前、平成22年度に第五次総合

行政システムの運用開始から運営状況の現状と課題について報告がさ

れている。 

その中で、システムの今後の在り方について早急に検討するべきという

ことで、どのような障害が発生したのか各個別システムごとに状況の報

告がされている。 

また、平成23年度からスタートする福祉システムについて、このまま前

に進めていいのかどうか、本当にシステムを稼働させるべきか検討して

おり、福祉システムは、最初にスタートした総合行政システムの課題を

解決した上で進めるという調整を行いスタートに至っている。 

 

（委員の質疑要旨） 

システムの稼働直後から慢性的な不具合が頻発していたが、その都度解

消されたのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

基本都度不具合を解消しながらシステムの運用に努めていたが、一部を

直すと別の不具合が発生するなど、開発元と調整をしてきた。 

先ほどの説明で不具合を解消した上で、福祉システムの稼働に踏み切っ

たが、やはり、福祉システムもスタート後いろいろと不具合が発生した。 

 

（委員の質疑要旨） 

通常は、そのシステムを開発した業者が、連携を取って改善していくも

のだと思うが、しっかり契約書にうたわれていたのか。 
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（情報政策課長の答弁要旨） 

契約書上は、瑕疵担保責任等がうたわれているので、対応はしていたと

いう認識をしている。 

なお、委託契約を結んでいる業者と再委託先は別の企業が請け負ってい

るため、解決に至るまで時間がかかったり、いろいろと不具合があった

という認識である。 

 

（委員の質疑要旨） 

ガバナンスの再構築の話があったが、具体的に部署のどことどこ、誰と

誰がチェックをしていくのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

今回再発防止策の中核に据えて、浦添市ＩＴガバナンスガイドラインを

策定しており、その中で情報政策課が事務局となり、各課が調達するシ

ステムの助言であったり、システム調達の検討内容についてチェックを

するといった手続きを踏む内容となっている。 

実際の導入に当たって、高額な実施計画に該当するものに関して、部長

級で構成される情報化推進委員会できちんと検討して、企画課の査定に

上げていく。 

また、低額な予算であったり、経常的なものに関しては、情報政策課の 

浦添市ＩＴガバナンスガイドラインの検証を受けたことを前提に、当初

予算の査定で、必ず企画課、財政課のチェックも働く。 

 

（委員の質疑要旨） 

なぜ10年間の長期契約をしたのか。もしこれが５年間とか中期計画だっ

ら、平成20年に始まって、平成26年にシステム入れ替えを正式に決定し

ていれば、今回の２億7,000万円弱のものを支払わなくても済んだので

はないか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

正確な答えは持ち合わせていないが、システム調達に五、六年に１度シ

ステム更新を行うと、多くの職員で短期集中的に業務改善を行うことに

なり、業務のＰＤＣＡを回せず、課題が積もるばかりで、業務コストの

拡大など新たな課題が挙げられる。 

そのため、改善したシステムを長く使い続けたいというところから長期

の契約に至ったのではないか。 

 

（委員の質疑要旨） 
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浦添市ＩＴガバナンスガイドラインは、いつの期間から取り入れて、ど

のように研修するといったマニュアルみたいなものをいつまでにつく

るのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

令和７年６月27日にガイドラインの決済を受け、庁内の周知は済んでお

り、基本的なスケジュールを載せている。 

 

次に、監査要求に係る監査の結果について資料(1)に沿って、浦添市監

査委員より説明聴取後、質疑が行われた。 

 

（委員の質疑要旨） 

対面で実際にお話を聞かれた方、情報政策課の方々は、退職された方な

のか、それとも現在いらっしゃる方なのか。 

 

（代表監査委員の答弁要旨） 

私どもが対面でお話を伺ったのは、現在の情報政策課の皆さん。情報政

策課の皆さんが意見を聞いたという関係者については、退職された方々

も入っていたと伺っている。 

 

（委員の質疑要旨） 

「裁判に付随する事務処理については、適切な手続きを踏んでいること

から、問題がなかったと言える。」とあるが、この問題がなかったとい

う部分について。 

 

（代表監査委員の答弁要旨） 

地方自治法の第199条第６項というところに定めてある「地方公共団体

の事務の執行に係る監査」ということで監査依頼を受けている。監査委

員として判断できるものは、既に事務が行われていて、その結果が行政

文書として存在しているものの中からしか見ることができない、判断す

ることができない。 

裁判のほうで結論が出ているものについては、監査委員として意見を述

べる立場ではないと、そういった意味である。 

 

（委員の質疑要旨） 

ある資料の中でしか監査は入ることができないということか。 

 

（代表監査委員の答弁要旨） 
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おっしゃるとおりである。 

 

（委員の質疑要旨） 

分厚い資料を全部見て、書かれているもの全てということでよいか。 

 

（代表監査委員の答弁要旨） 

監査報告書の中で、後ろのほうに確認した資料に出ている資料を全部確

認して報告書を作成している。これだけの膨大な量の文書を一つ一つ細

かく確認するということで大分時間がかかった。 

 

（委員の質疑要旨） 

行政の手続きに重きを置いて恐らく監査をしていくと思うが、監査とし

て行政に、どのようなことを再発防止策として求めているのか。 

 

（代表監査委員の答弁要旨） 

職員に研修を行ったり、会計課主催で注意喚起の文書を発出したり、こ

ういった悪いものがありましたというケーススタディーをたくさん周

知してきた。 

今後さらにいえば、（文書中の）意見の中の「内部統制についての機能

強化を図られたい。」という部分に尽きる。 

この内部統制が非常に重要であり、長には、この内部統制の機能強化が

一番の要望事項である。 

 

 

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調

査及びハラスメントに関する調査の進め方について、次回の特別委員会

で協議することが決定された。 
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以下の事項について、執行部へ申し入れを行うことが決定された。 

① 市民及び市議会等に対するエヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上

の和解をした和解金に関する調査に係る速やかな説明責任を求める

ことについて 

 

今後の協議の進め方について 

９月定例会中の委員会については、執行部の出席は求めず、上記申し入 

れ事項についての回答を踏まえて、今後の協議の進め方を決めることが 

決定された。 
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比嘉武宏委員長の辞任により、委員長の互選が行われ、投票により、古 

波蔵保尚副委員長が委員長に選任された。 

古波蔵保尚副委員長の委員長就任に伴い、副委員長の互選が行われ、投 

票により、又吉愛華委員が副委員長に選任された。 

 

次回の委員会では、前回、執行部へ申し入れを行った事項について、協 

議を行うことが確認された。 
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前回、執行部へ申し入れを行った事項について、エヌ・ティ・ティ・デ

ータ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査及びハラスメント

に関する調査に関連する資料の提出について（提出）資料(3)の提出が

あり、当該資料を基に委員間協議を行った。 

 

協議の結果、当該資料(3)における①の回答内容について、次回の委員

会において、執行部より、具体的な説明聴取を行うことが決定された。 

 

次回の開催日時については、11月に行われることが決定された。具体的 

な日時については、正副委員長一任とすることが決定された。 
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説明員として、市長、副市長、総務部長、企画部長、職員課長、情報政

策課長、職員課人事係長、情報政策課情報政策係長、情報政策課情報政

策係主査に出席を求め、エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解

をした和解金に関する調査に関連する資料について（提出）資料(3)、 

及び（訂正）資料(4)の質疑が行われた。 

 

【執行部からの説明後、主な質疑】 

①市民及び市議会に対するエヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和

解をした和解金に関する調査に係る速やかな説明責任を求めること

について、執行部より説明聴取後、質疑を行った。 

 

（委員の質疑要旨） 

非常に初歩的な事務のミスが散見される。正直言って、この第５次総合

行政システムの導入はかなりの無理があったのだろう。 

それに対しての専門的知識の欠如。松本市長が就任される前からのシス

テム導入についての動きではあるが、市長に就任して、このトラブルが

発生していることについての報告は当然受けているとは思うが、そのと

きから庁議のほうには市長自ら参加はしていたのか。 

 



14 

 

第

８ 

回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

月  

12 

日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市長の答弁要旨） 

私が就任して直後から、このシステムがこういう大きな不具合等に基づ

いて職員に多大なる負担がかかっているという報告は受けている。 

私も入ってきたばかりで、内部でこういう状態になっているということ

はもちろん知らなかった。 

まずはしっかりとその検証をしましょうと、何が原因で職員が苦労して

いるのかということをしっかり検証してくださいということで設置し

たのが検証プロジェクトと呼ばれるものである。 

 

（委員の質疑要旨） 

厳しい言い方をすると、ごめんなさいで済ますのか。説明だけか。２億

円という高額な負担。これをどういうふうに考えているか。 

 

（市長の答弁要旨） 

御指摘は大変重いものであり、私も痛感しているところである。 

しかし、個人として賠償責任という形で負うのは妥当ではないという判

断もあり、私としては、もう徹底してこのようなことが繰り返し行われ

ないように、職員ともに反省し、対策をしていく、誠実に職務を全うし

ていくしかないというふうに考えている。 

 

（委員の質疑要旨） 

新しいシステムはもっと上等だということで、性能も良いし、コストも

安くなった。 

ＮＴＴはいろいろトラブルあったが、新しいシステムはコストも安くな

って、使い勝手がよかったという理解でいいか。 

だから低コストでこの金額になりましたという理解でいいのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

旧システムにおいても、本来であれば、使い勝手の良いシステムを導入

したいというところと地元ベンダーの育成というものと合わせて調達

をかけている。 

そこに議論が足りなかったかなと思うのは、やはりシステムというの

は、改修をかけていく中で、潜んでいたバグが後年に発生したりという

ところが出てくるが、後年に発生したものに関して、地元ベンダーが修

正をかけられないような不具合が生じたりというところがあったため、

導入事業者と保守事業者が分かれていたことが不具合の一端になって

いるのではないかと分析している。 

パッケージシステムを入れることによって、導入事業者と保守事業者も
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同じ事業者であるため、そういった点においては、安定した稼働を得ら

れる。不具合が後年に発生したとしても、きちんと対応していただける

仕組みが得られたので、安定した稼働ができたということになる。 

改修費に関して、旧第５次システムにおいては、利用している団体が浦

添市しかいないっていうところであるため、改修費用が全て浦添市負担

になる。 

パッケージシステムであると、利用している団体で案分のような形で、

作業費の案分がかかるため、改修費が低コストで済んだというところに

なる。 

 

（委員の質疑要旨） 

１つの企業だったらスムーズな修復とか、そういうことができたが、業

者間でうまく連携が取れなかった。だからこういう結果になったという

ことも一因だということか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

そういった開発の状況も一因になったと考えている。 

 

（委員の質疑要旨） 

次期システム入れ替え導入をすることによって、浦添市としては総コス

トが約４億256万円コスト減できると踏んだのか。実際にこの額はコス

ト減になってはいないのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

第５次の継続利用は、実績ではなくて、あくまでも使いきった場合の試

算になっている。入れ替え導入に関しては、当初見積もった金額はもう

少し大きかったが、導入後の実績額を積算した結果、あくまでも実績の

支出額の結果、19億になったというところである。切り替えの際にそれ

を見込んでいたかという点に関しては、見込んではいなかった。 

 

（委員の質疑要旨） 

次期システムを入れ替え導入することによって、当初23億だったものを

19億まで下げることができたという解釈でよろしいか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

できたという表現が適切かどうかちょっと分からないが、結果そうなっ

たというところである。 
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（委員の質疑要旨） 

次期システム入れ替え導入で総コスト減が約4億256万円と見込んでい

たが、実際に、遅延損害金3,635万円プラス未払い金２億2,426万円を払

うことになって、結果としては、1億4,194万円が、コスト減になったと

いう理解でよろしいか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

あくまでも試算額に対してというところになるが、できたかどうかとい

うところに関しては、ちょっと横に置くが、この未払い金２億2,426万

円が和解金の一部であるため、この費用が本来使えないシステムに対し

てお金を払い続けることに、私達はその解約手続きが司法の場で負けて

しまったので、結果払うことになった。 

この２億6,000万円の和解金の内訳としては、当初契約に基づく利用料

の未払い金２億2,000万円を含んでいたというところをお示ししたいの

と、使い続けることによって費用の更なる増加が試算としてはあったと

いうところをお伝えしたい。 

 

（委員の質疑要旨） 

現在（のシステム）は正常に稼働しているのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

次期システム、第６次と呼ばれるものになるが、そこからさらに更改を

し、第７次の総合行政システムを運用しており、そこは安定稼働してい

る。 

 

（委員の質疑要旨） 

説明責任について、市長から議会の場でしっかり申し上げるということ

があったが、その他の説明責任の取り方を検討されたのか。説明の仕方

は、どういったふうに考えているのか。議会の場以外でも検討はされた

のか。 

 

（市長の答弁要旨） 

我々としては、きちんと説明しないといけないと思っているため、まず

はこの場が第一点の説明の場、次の場が議会の場で。市民に対してこの

ような説明をきちんとやるべきかどうかってことは、また少し皆さんと

も協議してからじゃないと決められないのかなと思ったので、まずはこ

の場できちんと説明をして、議会の場では、当然お詫びして説明するつ

もりである。 
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（委員の質疑要旨） 

議会の場では考えているけれども、今後、状況によっては、市民、記者

会見っていうことも考えうるという認識でいいのか。 

 

（市長の答弁要旨） 

我々としては、大変大きなニュース等にもなって、新聞等にも出て、市

民の皆さんに大きく御不安を与えているのは事実である。市民に２億

6,000万円もの負担を、更なる負担をかけたっていうふうに言われてし

まっている、そういうことではないですよってことを含めて、市民にき

ちんと説明をすることについては、我々やぶさかではないとは思ってい

るが、あくまでもまずは皆さんに説明をした上でという形をとったほう

がいいのかなと思っている。 

 

（委員の質疑要旨） 

訂正後資料(4)で、（説明の場は）12月議会じゃないということを指して

いると思うが、変えた理由について。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

議会で設置された市政運営に関する調査特別委員会であるため、まずは

そちらのほうでしっかり議論をしていただいて、報告書を作成完了させ

ていただいて、その後に正式に議会で市長のほうから、しっかり説明責

任を果たしていこうということで、ちゃんとした手順を踏まえて、説明

責任を果たすべきじゃないかということを踏まえて、訂正をさせていた

だいている。 

 

（委員の質疑要旨） 

市長から、市民負担２億6,000万をかけたという誤解について説明をし

たいという話があったが、これは認識が違うのか。私は市民負担になっ

たという認識だが違うのか。 

 

（市長の答弁要旨） 

市民に負担していただくということがどういう意味かということの考

え方の問題であるが、原点に戻って、このシステムを使い切っていたら

っていう場合との比較で考えると、今回の和解金についてはどちらかと

いうと、我々は市民に負担して払う性質の未払金ではないのではないか

ということで支払を停止したが、裁判の和解勧告の中ではやっぱりここ

までは支払い義務があるということだったので、当初の契約通りの未払
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い金をお支払いしている。 

それについての遅延損害金3,600万っていうのはあくまでも支払を止め

たもので発生するコストであるが、そもそもこのシステムを使い続けて

いたら23億8,000万を市民に負担していただいていたわけですから、そ

ういった意味では、今回の和解金そのもの２億6,000万が新たな市民へ

の負担になったというふうには現段階では認識していないと考えてい

る。 

 

（委員の質疑要旨） 

そもそも行政の内部体制にすごい問題があると思っていて、このシステ

ムについても、導入する前のシステム開発期間について、短期間、急ぎ

すぎた、庁内での十分な議論とか、本当にこのシステムを導入して10年

間使い続けられるのかっていう議論が十分にできていなかったことが

ここまでの影響を及ぼしたというふうに考えている。 

本来ちゃんと皆さんが精査して、ちゃんとこのシステムできるっていう

十分な議論を経た上で導入していれば、きちんと契約期間満了まで不具

合なく使えていたはずなので、そこは十分に市民負担になっていると捉

えている。 

今回、市民負担を負わせないでくれっていう附帯決議も議会で上がって

いるが、結果的には、根拠となる資料が十分じゃなく、職員に対して、

個人賠償責任を負わせることができなかったっていうのが監査からも

結論が出ているが、結果的に附帯決議は上がったけど、市民負担は負わ

せることになった。 

そもそも根拠となる資料が揃っていなかった。契約の積算根拠や検査調

書など、根幹となるべき資料の多くが不存在だった。 

この内部体制自体にすごい問題があると思っているので、内部体制の責

任っていうのはやっぱりトップに、市長にあるものなのでそれで市長が

個人に対して責任を負わせられないので、もうすみません、説明だけで

終わりますっていうのは説明になっていないと思う。 

今後の体制を整えていくっていうのは当然のことだが、これで和解金

を、市民負担になったものを、もう責任は負えませんので、皆さん御理

解くださいっていうので終わらせていいものなのかっていうのはすご

く疑問。その点どのように受け止めているか。 

 

（市長の答弁要旨） 

御指摘は全くその通りであると思っている。元々契約したシステム自体

が、このような金額で、このような期間で、しかもずさんな内容で契約

を行ってしまったというものに関しては先ほど謝罪したように、我々組
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織として、これはもう深く反省しなくてはならないと思っている。 

ただ私の認識では、この根本的な23億を市民に負担させてというところ

ではなく、今回我々がシステムを解約したという判断に伴って生じたで

あると思われる２億6，000万の和解金を市民に負担させてはいけないと

いう意味では、ちょっと認識は違っており、私たちがシステム入れ替え

をして、今回裁判になったということで、新たな市民負担は発生してい

ないという意味でありますので、そこではなく、元々の第５次システム

そのものが非常にこのようなずさんな中でシステムを導入してしまっ

たということについては、我々としては深くお詫びをしないといけない

と思っている。 

繰り返しになるが、大変我々としても心苦しいところではあるが、元々

の第５次システムはかなり以前に導入が決定されたということもあっ

て、元々の第５次システムそのものがどうだったかという意味での市民

負担についての責任、我々が個人としてということは非常に困難である

というふうに認識している。 

これからいろんなことが起こる上で、結果的にこれほどの市税を投入し

てやるべき事業ではなかったのではないかという指摘に対して、我々は

これからも反省して、進んでいかなくてはならないと考えている。 

 

（委員の質疑要旨） 

いただいた資料の中で再発防止策が出ているが、いつから実施予定か。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

令和７年６月に浦添市ＩＴガバナンスガイドラインを策定し、実際試行

を開始しており、来年１月からは本格施行ということで、新規に調達す

るシステムについては、きっちりとこのガイドラインに沿って調達を行

っていくという方針で進めている。 

 

（委員の質疑要旨） 

公文書の保管について、新規の事業以外でも今動いている事業について

も全て公文書の管理の徹底というのをやっていただきたい。 

今回のように、大事な契約について、そもそも資料が十分に保管されて

いれば監査があっても正しく監査できたし、根拠となる資料が保管され

ていないっていうのは組織として論外だと思っている。 

すぐ導入していただきたいと思っているが、既にされているのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

基本的に文書管理規程という規程に則って、文書の保管というのはされ
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説明員として、企画部長、情報政策課長、情報政策課情報政策係長、情

報政策課情報政策係主査に出席を求め質疑が行われた。 

 

【執行部からの説明後、主な質疑】 

執行部より提出された総合行政システム切替 費用分析 ～第六次シ

ステム切替による比較～資料(5)について、執行部より説明聴取後、質 

疑を行った。 

 

（委員の質疑要旨） 

なぜ今頃になってこの資料が出てくるのか。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

特別委員会の目的自体が和解金に関する調査ということもあり、和解金

を含めた行政システムに係る費用分析を客観的なデータ等を基にした

形で共有することで参考になるのではということである。 

決して市民負担がなかったということではなくて、第五次を支払い続け

ていれば、遅延損害金も発生しなかった。裁判等も起きて、一部の経費

も発生しているので、市民負担をかけたことは弁解の余地もないという

認識であり、おわびを申し上げる。 

 

（委員の質疑要旨） 

これが最初からそういうケースとして、しっかりと内容を把握した上で 

の第６次システムへの移行だよということであれば、３月議会の時点で 

これが提示されてしかるべき、皆さんは、３月時点で分かっていたのか。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

附帯決議の令和５年８月の臨時会では、和解の調整の段階であったた 

め、こういった分析にまで至っていなかった。 

 

（委員の質疑要旨） 

全体的に見たら、結果的には費用負担が減ったという説明は分かるが、

何がこの問題に対して一番重要なことであったのかっていうのを執行

部は理解していると思うが、やっぱり伝えてほしいと思う。 
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ぜひ再発防止、そういったところをお聞かせいただきたい。 

ガバナンスやガイドライン策定の説明があるが、こういったことをしっ 

かりやってくれるのか、しっかり認識されているのか。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

しっかり市として組織として、このようなことが二度と起こらないよう

な対策をということの質疑だと認識している。 

監査委員からの監査の結果報告の中の39ページと40ページに記載があ

る。 

訴訟が提起される発端となったのがシステム賃貸料の支払い停止に関

する事実、止めたことに対して意見を述べるということだが、契約解除

に伴い、賃貸料の支払いを停止した行為については、当時の担当者及び

決裁権者は、顧問弁護士に相談の上、法令及び契約条項に適合したもの

であると認識し、決定したことが議事録に残されているとのことから、

当時は支払いを停止した行為が正当なものであると理解しており、故意

に法令や契約に背いた行為を行ったものではないと言える。 

また、付言の中で、根本的なものが書かれている。 

両システムの導入によって、職員に必要以上の事務負担が生じ、それに

より契約解除、訴訟に至ったという事実がある。 

システムは当時、新たな考え方で導入されたものであり、その発案自体

は当時の電算システムにおける諸課題を改善するための方策として、当

時はよかれとして導入したという一定の合理性はあったと認められる。

しかし、導入の結果、過大な事務負担が生じ、契約解除に向けての業者

との協議、庁内での会議、また訴訟に係る事務等において、職員が費や

した時間は計り知れず、事務の効率性を図るためのシステム導入が、逆

に円滑な事務執行の阻害要因となった。 

システム仕様の実現可能性の議論、導入に向けての庁内での合意形成過

程が十分とは言えなかったと推察され、実施するための合意形成がちゃ

んとできていなかった。 

効率的で効果的な行政運営を図る上で、組織全体に関わる案件について

は、十分協議を重ねた上で執行することが必要と考えられ、両システム

導入により生じた結果については、真摯に反省すべきということがうた

われている。 

 

（情報政策課長の答弁要旨） 

今年の７月にお配りした、資料(2)の中でもお伝えしているが、監査か

らの指摘・意見、それから付言にあるとおり、導入に至るまでのガバナ

ンス、プロセスの決定に対しての調整不足といったところもあったた
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め、こうしたことを改善するための再発防止策として、今後、私たちで

は３つの柱を設けるとともに、まず、制度改革によるガバナンスの再構

築、ＩＴシステムの企画から契約に至るプロセスに組織的なチェック機

能を制度として組み込んでいくということで、浦添市ＩＴガバナンスガ

イドラインを中核に据えながら制度の再構築をしていく。 

また、業務プロセスの見直しと可視化、これによりシステム調達に係る

プロジェクトの進行管理と検収、公文書管理のプロセスを標準化し、属

人化を排除していきたいと思っている。 

最後に３つ目の柱、組織と人材の改革、制度やプロセスの実効性を高め

るために、職員の意識と能力の向上を図っていく。 

そのために、今回の事態の原因と分析を行った結果を職員研修の中に盛

り込んで、これをケーススタディーとして、手続き遵守の重要性と、そ

れを怠った場合のリスクを全庁的に共有していく。 

これにより、監査報告書の付言にある今回の件を今後の施策推進に生か

していくという形で進んでいきたいと思っている。 

本件は、市の行政運営に係るガバナンスの脆弱性を露呈してしまった案

件だと思っている。 

これを必ず実行し、二度とこのような事態を引き起こさないように、職

員一同努めていきたいと考えている。 

 

（委員の質疑要旨） 

２億6,000万円余りの和解金に対して、議会で附帯決議があり、「市民に

負担を負わせることがないように。」ということがあるが、職員が負担

するということが地方自治法上はできないということが明らかだと思

うが、その点を確認したい。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

附帯決議については、市としても重く受け止めている。 

職員の負担については、地方自治法上、職員個人に賠償を命じるために

は、単なる過失ではなく、「故意又は重大な過失」があったとの認定が

必要になる。監査の結果から、当時の担当者が、顧問弁護士に相談をし

ながら進めていた経緯などから、法的な意味での重大な過失を認定する

には至らなかったという専門的な判断が示されている。 

監査結果に基づけば、現時点で特定の個人に法的賠償を求めることは、

市としては困難と言わざるを得ない。 

組織全体のガバナンス不全に最大の責任があると考えており、二度とこ

のような事態を繰り返さないための実効性ある再発防止策を構築し、断

行することが、附帯決議の趣旨にお答えする唯一の道だというふうに考
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えている。 

 

（委員の質疑要旨） 

第五次システムを導入すること自体を急いでしまった。検証や庁内での

議論が十分ではなかったということが、そもそもの原因だと思ってい

る。 

導入したのが、ベンダーロックイン打破という目的があって、先進的な

システムを導入すると言っていたが、先進的・複雑的な契約をするにも

かかわらず、組織的なリスクの認識と管理の甘さがあったというのが根

本の原因で、その後の事務処理がずさんだった。 

監査からの意見にもあるが、事業内容を考慮すると十分とは言えない公

募期間の設定、予定価格の積算根拠となる設計書等の不存在、納品物の

不足がある状態で検収を行っていたこと、契約保証金を免除した根拠資

料の不存在など、契約事務における基本的な手続きが遵守されていなか

ったというのが、システムが継続できなくて、和解金を払うことになっ

た、裁判することになったというそもそもの原因がある。 

根本原因を本当に理解しているのか。 

市長は、前回の委員会の中で、結果的に、和解金とかを支払ったとして

も、第五次システムを継続利用していたときと切り替え後の金額を比較

すると、どちらかといえば変わらない、金額に差がないので、市民負担

とは言えないというふうに言っていたが、部長は、市民負担となってい

るという認識は変わらないと、市長と部長の認識にも食い違いがある。

そもそも、どういう原因でこうなったのかという認識のずれ、本当に反

省になっていますかと、本当に再発しないですかというのが疑問。 

この時点で、市民負担になっていませんよという説明自体がそもそも要

らない。そもそもの原因分かっているかが疑問。 

市長と部長の認識の違いをどう捉えているのか。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

前回、市長のほうは冒頭でちゃんと謝罪をしている。 

和解金に至った件については、しっかり謝罪をしている。その中で、参

考資料として出したこの一部のものについての発言が確かにあったか

と思うが、市長は冒頭で謝罪を申し上げたとおり、私が今お話したとお

り、基本的な考え方は一緒だと思っている。冒頭でしっかり謝罪を申し

上げているので、そこは私が今日お話したことと変わりはないのかなと

思っている。 

 

（委員の質疑要旨） 
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２億円以上の財政負担につながる契約解除という重要な決定プロセス

すら記録に残されていないのは、市民にも議会にも説明責任をする意思

が欠如している。 

こういうシステム導入のときの庁内での議論で説明をしっかりしてい

く、ミスが起こったときにきちんと説明責任を果たすという意識の低さ

がここまで大きな問題になっていると思うので、本当に再発防止につな

がっていくのか、再発防止をしようとしているのか疑問である。 

 

（企画部長の答弁要旨） 

今回第５次システムにおいて、職員に大きな業務負担がかかるととも

に、浦添市独自システムであるがゆえに高額な改修費用も発生したこと

から、結果として同システムを解除する判断となった。 

第６次システムの切り替えにより支出削減という今回の資料ではある

が、解約に伴う未払い金が訴訟となって市民の皆様に混乱を招いたこ

と、さらに遅延損害金や訴訟に係る弁護士費用など不要な経費が発生す

る事態となり、市民の皆様に御負担をおかけしたこと、深くおわび申し

上げる。 

今後は第５次システムにおける課題を真摯に受け止め、令和７年６月に

策定した浦添市ＩＴガバナンスガイドラインを通じて、制度的な再発防

止を徹底するとともに、市民及び議員の皆様から信頼回復に向けて、最

大限努力する。 

 

質疑の終了後、今後の調査の進め方について協議を行った結果、正副委

員長において、調査報告書の素案を作成することが決定された。 

 

次回の開催については、正副委員長に一任することが決定された。 

 

第

10 

回 

 

 

 

 

令和

８年 

２ 

月  

17 

日 

 

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調 

査最終報告書の素案を委員に配布し、その内容については、次回の本特 

別委員会にて協議することを決定した。 

 

次回の開催については、２月27日（金）に開催することが決定された。 

 

 

第

11 

回 

 

２ 

月  

27 

日 

前回提出したエヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解 

金に関する調査最終報告書について、追加事項を記載した素案２を委員 

に配布し当該内容について協議した。その中で、執行部から提出された 

資料(4)のとおり、市長は当該事件の説明責任を確実に履行するように 
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第

11 

回 

 

 

２ 

月  

27 

日 

 

との文言追加が決定された。 

次回の開催については、３月13日（金）に開催することを確認し、その

際、当該調査最終報告書の採決を諮ることが決定された。 

 

 

第

12 

回 

 

 

 

 

 

３ 

月  

13 

日 

 

 

 

 

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調

査最終報告書に係る文言の追加及び修正について、協議が行われ、採決

の結果、全会一致にて、可決された。 

また、当該最終報告書を議長へ提出すること及びエヌ・ティ・ティ・デ

ータ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査の終了が決定され

た。 

 

 

 

３．協議等による重要な決定事項 

【市政運営に関する調査特別委員会の調査報告書及び会議録の作成及び公開につい

て】 

第 15期においても一連の事件の記録、責任の所在の明確化及び発言の正確性の 

担保を確保する目的から、本調査特別委員会において、調査報告書及び会議録を作

成する必要性があることが決定された。 

 

 

４．本特別委員会の調査の結果で明らかになった事項 

【和解金の支払い】 

市は、令和５年９月６日に第五次総合行政システム等訴訟（福岡高等裁判所那覇

支部令和４年（ネ）第 76号賃貸借料請求控訴事件）について、裁判上の和解が成立

し、同年９月 26日にエヌ・ティ・ティ・データ九州に対して和解金の支払いを行っ

た。 

①行政システム契約：1億 946万 6,310円 

  内訳：賃貸借料相当額 9,026万 6,400円 

     遅延損害金相当額（年 3.7％）1,919万 9,910円 

 

②福祉システム契約：1億 5,115万 4,383円 

内訳：賃貸借料相当額 1億 3,400万 1,318円 

     遅延損害金相当額（年 2.7％） 1,715万 3,065円 

 

①行政システム契約＋②福祉システム契約 2億 6,062万 693円 

内訳：賃貸借料相当額 2億 2,426万 7,718円 

     遅延損害金相当額（①年 3.7％、②年 2.7％） 3,635万 2,975円 
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③裁判費用等 1,636万 4,926円 

内訳：弁護士費用関連費 1,217万 6,976円 

裁判費用 104万 2,500円 

システム運用管理技術者確認作業 314万 5,450円 

 

①行政システム契約＋②福祉システム契約＋③裁判費用等 

合計 2億 7,698万 5,619円 

 

 

【監査の要求】 

令和５年９月 27 日に企画部から総務部に対し、当該和解金の支払いについて、

特別職を含む職員等にかかる責任の所在を明らかにする必要があることから、当該

システム等の事業計画から和解金支払に至るまでの全ての過程における職務毎の

責任の検証を行うこととし、当該検証の依頼を行った。（福岡高等裁判所那覇支部令

和 4年（ネ）第 76号賃貸借料請求控訴事件（第五次総合行政システム等訴訟）に係

る和解金の支払について特別職を含む職員等の責任の検証について（依頼）） 

令和５年 12月 25日に市長から浦添市監査委員に対し、検証にあたっては、「意 

思決定にあたり、適正な決裁手続きが行われていたか。」、「契約締結に至るまでの過

程において故意、重大な過失などがないか。」等の視点から、地方自治法第 199条第

６項の規定に基づく監査要求を行った。 

令和７年３月 28日付け浦監第 43号にて、浦添市監査委員より、監査の要求に係

る監査の結果について資料(1)が浦添市議会議長比嘉克政に提出され、当該資料３ 

監査の意見から次のように意見が述べられている。 

今回の監査により、事業を実施する過程において、規則及び契約等に沿っていな

い事務、軽微な書類の記載誤り等が散見され、情報政策課内の決裁機能が十分働い

ていない状況が伺えた。 

次に、訴訟が提起される発端となったシステム賃貸借料の支払い停止に関する事

実について、当時の担当者及び決裁権者は、顧問弁護士に相談の上、法令及び契約

条項等に適合したものであると認識し、決定したことが議事録等に記されている。    

このことから、当時は支払いを停止した行為が正当なものであると理解しており、

故意に法令や契約に背いた行為を行っていたものではないといえる。 

  また、法令や契約条項の解釈について事前に確認を取っていたことから、支払い

を停止した行為が、法令等の解釈に適合していないという事実を知り得ることは、

困難であったものと思慮する。 

  行政事務においては、適法且つ公正に事務を執行することが求められるが、日々

業務を行う中で改めてその根拠となる法令等を確認し、遵守に努めるとともに、内

部統制についても機能強化を図られたいとの意見であった。 
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５．第 14 期の本特別委員会の調査の指摘事項に対する執行部の見解 

〇市は、システムについて、当初不具合があるにもかかわらず、当該システムが納

品されたことに対し、検収は十分行われたのか。 

 

監査報告書においても「納品物に不足がある状態で検収を行ったことは、事務手続きとし

て適切でない」と指摘された通り、当時の検収プロセスは極めて不十分であったと認めざる

を得ない。契約内容が完全に履行されているかを確認する組織的なチェック体制が不明確で

あり、その後の問題拡大の一因となったと深く反省している。 

 

〇本システム契約は、賃貸借契約に当たるとの市の主張が、裁判では、請負契約で 

あるとの認識であった。その認識の違いが、高額な和解金の発生要因となったと

考えられるが、当時のその判断は、適切であったのか。また、和解金が発生した

責任の所在はどこにあるのか。 

 

契約の法的性質に関する認識の甘さが、本訴訟の最大の要因であったと認識している。契

約名にあるように「賃貸借契約」と判断していたが、結果としてその判断は 司法の場では認

められなかった。先進的で複雑な契約に対するリスク評価や法務的な検討が、組織として不

足していた。責任の所在については、監査結果の通り個人の重過失を問うことは困難である

ものの、このような不適切なプロセスを許容したガバナンス不全にこそ、重い責任があると

考えている。 

 

〇契約解除の意思決定について、起案が行われていない等、各事務手続きは適正に

執行されたのか。 

 

監査で指摘された数々の事務処理上の不備も含め、適正な手続きを軽視し、記録を残さず

に物事を進めることを許容してしまった組織体制があったことを痛感している。 

 

〇市は、浦添市監査委員に対して、地方自治法第 199条第６項の規定に基づき、事

務の執行について監査を依頼しているとのことだが、本特別委員会から数度の要

望にもかかわらず未だ報告がされていない。監査報告はいつになるのか。 

 

令和７年３月 28 日付け浦監第 43 号にて、浦添市監査委員より、監査の要求に係る監査の

結果について資料(1)が浦添市議会議長比嘉克政に提出されている。 

 

〇貴重な財源から高額の和解金として、2 億 6,062 万 693 円が市の予算から支払わ

れたが、市議会から今回の和解金については、「市民負担を負わせることがないよ

う強くもとめる。」との附帯決議が行われた。市は、どのように対応する考えか。 
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貴重な財源から多額の和解金をお支払いするに至った事態は、弁解の余地もない。重ねて

深くお詫び申し上げる。個人への賠償責任を問うことは困難であり、このご負担にお応えす

る唯一の道は、二度とこのような事態を繰り返さないための実効性ある再発防止策を徹底し

て実行し、市政への信頼を回復することであると肝に銘じている。 

 

 

６．執行部による問題の根本原因の分析 

執行部は、問題の根本原因について 単なる個人の過誤ではなく、システム調

達に根差した組織的な問題であると分析している。 

（1）契約に対する組織的リスク管理の欠如  

本件の根源には、システム調達に係る先進的・複雑な契約に対する組織

的なリスク認識と管理の甘さがあった。 

  ・契約の法的性質に関する認識のそご:「ベンダーロックイン打破」とい

う目的自体には合理性があったが、その実現手段として採用した「開

発と保守の分離」という先進的な調達方式は契約の法的性質である賃

貸借か請負かを巡る解釈の相違という重大なリスクを内包していた。

しかし、このリスクに対する専門的な法務チェックや組織的な検討が

不十分なまま、契約締結を進めてしまっていたことや解約時において

「賃貸借契約であり支払い義務は生じないと思われる」という顧問弁

護士の助言を根拠に、相手方との認識に致命的なそごを生み、交渉の

余地を失わせる直接的な原因となった。この根本的な認識の違いが、

不具合発生時の修繕義務の範囲や契約解除の有効性を巡る争点とな

り、訴訟に至る要因となった。 

その結果、第一審で市が「賃貸借契約」と主張を行ったものの、裁判

所は「請負契約ないし準委託契約の性質を有する」と判断した。 

  

•ずさんな契約事務プロセス:監査報告書では、契約の入り口段階から

数々の問題点が指摘されている。具体的には、事業内容を考慮すると

十分とは言えない公募期間の設定、予定価格の積算根拠となる設計書

等の不存在、契約保証金を免除した根拠資料の不存在など、契約事務

における基本的な手続きが遵守されていなかった。これらは、契約の

妥当性や相手方の履行能力を担保するための基本的なチェックであ

るにもかかわらず形骸化され、このようなずさんな事務処理が、シス

テム調達に係る契約全体の信頼性を損なう一因となった。 
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（2）不透明な意思決定と説明責任の欠如  

システム調達に係る業務執行における重要な意思決定が、客観的な記録

や正規の手続きを経ずに行われていた可能性があり、チェック機能が十分

に働いていなかった。 

•正規の手続きを経ない意思決定:調査特別委員会からは、２億円以上  

の市民負担に繋がる契約の解除という極めて重要な意思決定が、弁護

士相談を適切に行っていたものの正規の起案文書を作成せずに行わ

れたことが指摘されている。２億円以上の財政負担に繋がりうる契約

解除という重要な決定プロセスが記録に残されないことは、市民や議

会に対する説明責任の意識が欠如していたことに他ならず、本来機能

すべき決裁や合議といった仕組みが、形骸化していた。 

 

・形骸化した検収プロセス: 一部、納品物に不足がある状態やシステム

稼働に向けたテストが適切に行われていたか不明な状態で検収が行

われていたこともシステム調達に係る契約履行を確認するという重

要な業務が、客観的な基準なく、不透明なプロセスで行われたことを

示している。 

 

（3）文書管理の不備と庁内合意形成の不足  

監査において多数の「資料不存在」が指摘されたことは、文書管理の

不備であり、組織としての合意形成のプロセスが形骸化していることを

示している。 

・重要資料の不存在:監査の過程で、監査委員から要求された資料につ

いて「現在では存在を確認できないとされるものが多数あった」と報

告されている。重要な判断や交渉の経緯が記録として残されておらず、

担当者個人の経験や記憶に依存する「属人化」した行政運営が行われ

ていたと言える。これにより、組織としての対応能力を低下させた一

因となっており、意思決定の前提となるべき資料や、交渉の経緯を示

す記録が残っていないことは、問題発生時の原因究明や責任の所在の

明確化などの検証を困難にした。 

  

・庁内合意形成の不足:監査報告書の付言において、「システムの仕様 

の実現可能性の議論や、導入に向けての庁内での合意形成過程が十 

分とは言えなかったと推察される」と指摘されている。先進的な取り 

組みであるにも関わらず、システム導入前の検討段階で関係部署を 

巻き込んだ十分な検討や合意形成がなされなかったことが、後の混 

乱を招いた要因と考えられる。 
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７．執行部による総合的な再発防止策 

以上の原因分析に基づき、二度とこのような過ちを繰り返さないため、実効性

のある総合的な再発防止策を、以下の三つの柱で実行する。 

「浦添市ＩＴガバナンスガイドライン」を中核に据え、制度、業務プロセス、

そして組織文化の全てを対象とした改革に取り組む。 

 

【第一の柱】制度改革によるガバナンスの再構築 

ＩＴシステムの企画から契約に至るプロセスに、組織的なチェック機能

を制度として組み込む。  

・構想・企画段階の制度的強化:  

1.情報提供依頼（RFI）の義務化:新規システム調達の検討段階で、複

数の事業者から広く技術情報や概算費用を収集するRFIの実施を義

務付ける。これにより、担当者の思い込みや限定的な情報に基づく

計画を防ぎ、監査で指摘された「積算根拠の不存在」という問題を

根本から解決する。 

 

2.「浦添市情報化推進委員会」等による多角的審議の必須化:金額規

模の大きい案件や新規性の高い案件は、必ず庁内の「浦添市情報化

推進委員会」等で多角的に審議し、組織としての投資判断を行うプ

ロセスを徹底する。これにより、担当部署の独断を防ぎ、「庁内合意

形成の不足」を制度的に解消する。 

  

•契約プロセスの厳格化:  

1.外部専門家による法的チェックの義務化:本件の最大の失敗要因で 

ある契約の法的性質の誤認を防ぐため、先進的・非典型的な契約に

ついては、契約締結前に顧問弁護士等外部の専門家によるリーガル

チェックを必須とするプロセスを導入する。これにより、市に不利

な契約条項や潜在的リスクを事前に特定し、組織として適切な判断

を下す体制を構築する。 

  

2.契約事務の標準化と手続き遵守の徹底:契約保証金免除の要件確認

と根拠資料の添付、関係各課（財政課等）との合議について、法令

等を確認、遵守を徹底する。 

 

【第二の柱】業務プロセスの見直しと可視化          

システム調達に係るプロジェクトの進行管理と検収、公文書管理のプロセ 

スを標準化し、属人化を排除する。 

  •プロジェクト管理の標準化:  

1.「プロジェクト計画書」の作成と合意:受注業者との間で、体制、
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スケジュール、役割分担等を定めた「プロジェクト計画書」の作成

と合意を義務付け、関係者全員が参加するキックオフ会議で共有す

る。  

 

2.定例会議と議事録による進捗の可視化:定期的な進捗・課題管理会  

議の開催と、決定事項・懸案事項を明記した議事録の作成・共有を

徹底し、関係者間の認識そごを防止する。 

 

・検収プロセスの厳格化と客観性の担保:  

1.客観的証跡に基づく検収:受注業者が提出する「テスト計画書」及

び「テスト報告書」に基づき、市の要求仕様が満たされているかを

客観的な証跡をもって確認するプロセスを導入する。 

   

2.「稼働判定会議」の設置:システム所管課、情報政策課、受注業者

が一堂に会し、テスト結果や残存課題をレビューした上で、組織と

して稼働可否を最終判断する「稼働判定会議」を設置する。これに

より、担当者の個人的判断で不完全なシステムを受け入れるという

「不十分な検収」を制度的に防止する。 

  

•公文書管理の徹底: 

  1.浦添市ＩＴガバナンスガイドラインで定められた各プロセスで作 

成される全ての文書（RFI結果、委員会資料、議事録、テスト報告

書等）を公文書として適正に作成・保存することを意識付ける。こ

れにより、「資料不存在」という問題を解決し、将来の検証可能性

と説明責任を確保する。 

 

【第三の柱】組織と人材の改革  

制度やプロセスの実効性を高めるため、職員の意識と能力の向上を図る。 

 •専門性の向上に向けた職員研修の強化:   

・「浦添市 ITガバナンスガイドライン」の内容を、全管理職及び契約  

担当部署の職員を対象とした研修と位置づけ、その理解と遵守を徹 

底する。 

 

•失敗から学び、知識を共有する組織文化の醸成: 

 •本件をケーススタディとして、会計事務、契約事務等の研修において、

遵守する事項について注意喚起を行い、手続き遵守の重要性と、それ

を怠った場合のリスクを全庁的に共有する。これにより、監査報告書

の付言にある「今回の件を今後の施策推進に活かしていく」という要

望に応える。 
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８．市長の行政責任 

市長は、本委員会において多くの厳しい指摘を受け謝罪をしているが、市民に

対する説明責任を十分果たしたものとは到底言えない。 

また職員が市に損害を与えた場合の賠償責任については、監査結果報告からも

職員の責任を問うことができる故意または重大な過失となる事務の執行は認めら

れないと主張するが、そもそも当該監査は、検証の根拠となるべき資料の存在が

確認できず、判断するに至らない事項が数多くある中で、現存する書類等により

そのように判断されたものに過ぎない。 

以上のことから、市長には本件の経緯について、執行部から提出された資料(4)

のとおり、市民に対する説明責任を確実に果たすことを強く要求するとともに、

市長は組織の長として、市長自ら今回の事件に係る責任を認識し、真摯に対応さ

れるべきものであると指摘する。 

 

 

９．結びに 

令和５年９月 27日の第 206回浦添市議会定例会（９月議会・第 14期）及び令 

和７年６月２日の第 213 回浦添市議会定例会（６月議会・第 15 期）において、エ

ヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査を付託する

ため、市政運営に関する調査特別委員会が設置された。 

これまで、第 14期の委員で構成される本調査特別委員会は延べ８回、第 15期で

は延べ 11 回、合計 19 回の委員会が開催され、多様な観点から本件の真相解明に   

取り組んできた。  

本委員会は、本事件が発生した根本原因について質疑を行い、さまざまな事務処 

理の不備等を指摘しその改善策を求めてきた。 

もとより行政事務は、複雑で多岐にわたるため、事務処理の正確性、迅速性を担

保しながら、職員の過度な負担を軽減しつつ経費節減できるような信頼性の持てる

システムを構築することは、非常に重要で必要不可欠である。 

そのため、市がシステムの改修費用が高額になるなど、地元システム業者を育成

支援し経費節減を図るため、特定のシステム業者の囲い込みを防止する「ベンダー

ロックイン」状態を打破するとの目標を掲げたことについては理解できる。     

しかしながら、新制度創設及び度重なる制度改正に迅速に対応できるシステム開

発は、法令等を理解しプログラムを構築する等の専門的な知識及び技量が必要とさ

れ、現場の一般職員に一からその対応を求めた状況については、当時過重な負担を

強いられ苦慮されたことは想像に難くない。 

これは、今回のケースばかりでなく今後、あらゆる政策の事業化に当たっては、

十分な議論をとおして、その実現性を見極めた上での事業執行を望む。 

また今回の事件をとおして、執行部から報告のあった総合的な再発防止策として、

エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査に関連し
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たこれまでの経緯、現在の状況、今後の方針等を記載した資料について（報告）資

料(2)にもあるように、【第一の柱】制度改革によるガバナンスの再構築、【第二の

柱】業務プロセスの見直しと可視化、【第三の柱】組織と人材の改革といった再発防

止策の確実な履行をはじめ、特に事務手続きに係る法令等の遵守に努めるよう内部

統制の強化に取り組んでいただきたい。 

この再発防止策は、今後のシステム導入に係る事業ばかりではなく、本市のあら

ゆる政策に対応すべきものであろうと考える。 

現在、国は住民基本台帳や国民年金などの業務を標準化されたシステム、自治体

情報システム標準化に移行する取り組みを実施している。これは全国の自治体で利

用しているシステムを標準化することで、自治体業務の効率化及びコストカットを

進め、さらに住民の利便性の向上にも期待できるなどその推進を目的としており、 

本市においてもスムーズな移行に努めていただきたい。  

最後に、本最終報告書をとおして、市政の混乱を招いた市長の責任は極めて重い 

と言わざるを得ない。 

  今回の事件を教訓に、市長は市民に丁寧な説明責任を果たし、本市のさらなる発  

 展のため、円滑な事業執行に邁進するよう強く要望し、市政運営に関する調査特別   

 委員会におけるエヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関す 

る調査の最終報告とする。 
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エヌ・ティ・ティ・データ九州と裁判上の和解をした和解金に関する調査に
関連したこれまでの経緯、現在の状況、今後の方針等を記載した資料につい
て（報告） 
 

1.これまでの経緯 

(1) 第五次総合行政システム等の契約締結と導入の背景 

本市は、平成 20 年３月 31 日に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州（以下、「NTT
データ九州」という。）と「第五次総合行政システム賃貸借契約」（契約期間：平成 20 年
10 月１日〜平成 30 年９月 30 日）を、また平成 22 年４月 30 日には「第五次総合行政福祉
システム賃貸借契約」（契約期間：平成 22 年 10 月１日〜平成 32 年９月 30 日）を、それ
ぞれ 10 年間の⻑期契約として締結しました。 

これらのシステム調達における本市の基本方針には、特定の事業者にシステムが囲い込
まれる「ベンダーロックイン」状態を打破し、地元 IT 企業の育成を促進するという方針が
掲げられていました。この方針を達成するため、システム開発（NTT データ九州が担当）
と、その後の運用保守業務を分離し、技術移転期間を経て地元企業が運用保守を担うとい
う方式が採用され、平成 24 年９月から平成 28 年 12 月までは、地元事業者である株式会社
コンピュータ沖縄に運用保守を委託しております。 

(2) システムの不具合発生と契約解除へ至った状況 

両システムは、本稼働直後から慢性的な不具合が頻発しました。例えば、児童手当受給
者現況届において約 11,000 件の記載内容に誤りが生じ、職員が手書きで修正対応に追われ
るなど、行政事務に深刻な支障をきたす事態が続いていました。 

こうした状況を受け、本市は平成 25 年５月 21 日に関係所属⻑による「第五次総合行政
システム検証プロジェクト」を設置し、その検証の結果、不具合の改善が不透明であるこ
と、法改正に伴う改修費用が高額であることなどを理由に、システム入れ替えの検討を開
始しました。平成 25 年 12 月９日、NTT データ九州と協議を行う中で、不具合の改善を要
望し、改善が見込まれないのであればシステムの入れ替えを検討する旨の説明を行いまし
たが、その後、NTT データ九州から不具合の改善が行われなかったことから、平成 26 年
８月 15 日の庁議において正式にシステム入れ替えが承認されました。 
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システム入れ替えに伴う契約解除に向けて、市は顧問弁護士に複数回相談を行いまし
た。その際、本契約は「賃貸借契約」であり、システムを返還すれば、その後の賃貸借料
の支払い義務は生じないと思われるとの助言を得ました。 

平成 28 年６月から NTT データ九州との間で計 6 回にわたる協議が行われましたが、合
意には至りませんでした。協議が不調に終わり、平成 28 年 10 月 12 日の二役調整におい
て、「浦添市の方針として第五次総合行政システム等を利用しない平成 29 年１月以降の金
銭的負担は検討しない。」としたことを受け、平成 28 年 12 月 16 日付で NTT データ九州
に対し契約解除を通知し、平成 29 年 1 月以降の賃貸借料の支払いを停止しました。 

 

(3) 訴訟の提起と裁判の経過 

平成 29 年 1 月以降も NTT データ九州と協議・調整を複数回実施しましたが、協議は平
行線のまま終了し、NTT データ九州は平成 31 年２月 12 日、本市を相手取り、未払い賃貸
借料の支払いを求める訴訟を那覇地方裁判所に提起しました。 

当該裁判においては本件各契約の法的性質、債務不履行ないし瑕疵の有無及び解除の成
否等が争点となりましたが、令和４年３月 15 日、那覇地方裁判所は NTT データ九州の主
張を認め、「原告（NTT データ九州）による債務不履行は認められず、被告（浦添市）
は、瑕疵担保責任に基づく解除または本件各システム契約に基づく賃貸借料の支払い義務
を免れることもできない」として、本市に支払い義務があるとの判決を下しました。 

控訴に当たって本市は、令和４年３月 25 日に議決を受けたうえで、第一審の審理が不十
分であること等を理由に、令和４年３月 29 日に福岡高等裁判所那覇支部に控訴状を提出し
ました。 

(4) 裁判上の和解成立 

控訴審において審理が続けられましたが、令和５年７月 27 日、裁判所から和解勧告がな
されました。その際、裁判所からは「一審の判断を覆すことは厳しく、法的な評価として
瑕疵があるというにはハードルが高い」との話がありました。 

本市はこの勧告を受け、このまま判決を待った場合には、むしろ遅延損害金が拡大する
ため、これ以上の財政的損失を回避するためには和解に応じることが最善の選択であると
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判断し、和解勧告を受け入れ、令和５年９月６日に和解が成立しました。同年９月 26 日、
市は NTT データ九州に対し、和解金として総額 2 億 6,062 万 693 円を支払いました。 

和解金の内訳は以下の通りです。 

総額 2 億 6,062 万 693 円 

内訳：賃貸借料相当額 2 億 2,426 万 7,718 円 

遅延損害金相当額 3,635 万 2,975 円 

 

 

 

2.監査結果の要点 
本件に関し、市⻑の要求に基づき実施された監査の結果報告書（令和 7 年 3 月 28 日報告）
では、一連の事務処理において多数の問題点が指摘されました。以下にその要点を抜粋い
たします。 

 調達・契約における手続き 

調達に関連する一連の事務処理において、杜撰な事務処理が多くみられた 

• 予定価格の積算根拠となる資料（設計書等）が不存在または不明確 

• 契約保証金免除の根拠資料の不存在または不備により免除の妥当性の判断がで
きない 

• 決裁文書間での日付や情報の不整合 

• 随意契約に係る実施伺いで財務部門との合議漏れは、不適切である 

• ＮＴＴデータ九州が裁判資料として提出した実施終了報告書（検査合格書）に
ついては発行に係る起案文書等一式が不存在 

• 納品物の不足がある状態で検収を行ったこと 

• 第五次総合行政システムの業者選定に係る透明性や公平性については、業者選
定基準設定に係る資料及び各審査委員の評価シート等の資料が不存在 
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• ミドルウェア契約関連ではシステム開発業者を評価者として参入させる必要性
があったかについては、当該事業者のグループ企業も応募していることからシ
ステム開発業者との利害関係により公平な審査の妨げになる恐れ、または疑い
を持たれる可能性があることから疑問が残る 

• 第五次総合行政福祉システムについては、過去２年間の業務分析では不明確な
部分があり、再度詳細な分析を行う必要が生じたためとして、第五次総合行政
福祉システムの契約予定期日を１年延⻑しているが、公募前に十分な業務分析
を行っていたかどうか、決裁時にチェック機能が働いていたかどうかについて
疑問が残る 

• また、その後の変更契約については執行伺いや締結伺いが一部不存在 

• 運用支援委託契約先の選定方法については、平成２２年度及び平成２３年度の
運用支援委託契約はシステムの共同構築事業者であるイーコーポレーションド
ットジェーピー株式会社を随契先として選定しているが、もう一つの構築事業
者であるＮＴＴデータ九州を随契先の相手方候補としなかった理由が不明であ
る 

 契約解除、支払い停止の判断、及び訴訟外協議 

• 契約解除に向けての庁内における調整、検討、顧問弁護士への相談、調整、及
びＮＴＴデータ九州との協議等における過程において事務的な不手際は認めら
れない 

• 当時の担当者及び決裁権者は、協議の都度、法令及び契約条項等に照らし、判
断した自らの解釈が適切であるかを確認するべく顧問弁護士の専門的な意見を
得ている 

• 訴訟外協議において、市が平成２８年に、平成２５年の協議においてＮＴＴデ
ータ九州が改めてヒアリングを行うため市を訪問するとしながら、来庁しなか
った理由を問うているが、それまでの約３年間、ＮＴＴデータ九州がヒアリン
グしないことについて、市がどのような対応をしたか不明である。 

 訴訟と和解 

 （第一審及び控訴審） 
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• 契約締結前に訴訟委任状を発行した行為は適切であるとは言えない 

• 契約保証金免除の根拠の記載がなく、根拠が不明確であり適切ではない 
• 随意契約に係る実施伺いで財務部門との合議漏れは、不適切である 

    （第一審） 

• 企画部⻑等を代理人とする指定代理人届等訴訟に関する文書の決裁権者は市⻑
とすべきであるところ、副市⻑としていることは適切でない 

• 裁判所に提出する準備書面の起案が確認できなかった 

• 訴訟報告書及び訴訟期日報告書については、適宜市⻑へ報告されている 

   （控訴審） 

• 控訴提起の意思決定、第一審の弁護士に加え他の弁護士を活用する意思決定、
委任弁護士決定について起案をしており、決裁規程に基づき市⻑決裁をしてい
る。 

• 裁判所に提出する準備書面等も起案され、期日報告書については適宜市⻑へ報
告されている 

 （和解勧告） 

• 和解条項案を決定する意思決定、和解条項案の変更について起案し、市⻑決裁
を得ている 

• 和解について議会の議決を求め、可決された 

上記を踏まえ、確認できた事実から監査委員会より下記のような意見が示されています。 

1. 事業を実施する過程において、規則及び契約等に沿っていない事務、軽微な書類の記載
誤り等が散見され、決裁機能が十分働いていない状況がある 

2. 契約解除に伴い支払い停止した行為については、顧問弁護士に相談の上、法令及び契約
条項等に適合したものであると認識し決定したことから、当時は支払い停止した行為が
正当なものであると理解しており、故意に法令や契約に背いた行為を行っていたもので
はない 

3. 控訴は適正な司法判断を求めた行為として差し支えない 

4. 内部統制について機能強化を図られたい 
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3.監査結果に基づく個人賠償責任に関する見解 
地方自治体の職員が市に損害を与えた場合の賠償責任は、地方自治法第 243 条の 2 の 8

に定められています。支出負担行為に関わる職員に賠償責任が生じるのは、法令の規定に
違反して当該行為をしたこと、法令の規定に違反して当該行為を怠ったこと、その行為が
「故意又は重大な過失」によって行われた場合に限られます。単なる「過失」（判断の誤り
や注意不足）では足りず、「重大な過失」が要求され、判例や国の通知によれば、「重大な
過失」とは、通常、人に要求される注意を著しく欠いた、若しくはほとんど故意に近い悪
質な状態を指します。具体的には、損害発生の蓋然性が極めて高いことを容易に認識でき
たにもかかわらず、それを無視した場合や、専門家の意見聴取や議会の議決といった、踏
むべき基本的な手続きを全く経なかった場合などが該当し得ます。地方自治法上、職員個
人に損害賠償を命じるためには、当該職員に「故意または重大な過失」があったことが要
件となります。 

今回の監査結果において「故意または重大な過失」が認められるのかについて照会をか
けたところ、資料の存在が確認できず、判断するに至らない事項が数多くあった。現存す
る書類等により確認できた行政事務については、規則及び契約等に沿っていない事務、軽
微な書類の記載誤り等が散見されたものの「故意または重大な過失」となる事務の執行は
認められなかったとの回答が示されました。 

また、地方自治法の規定上、特別職に対してはこの賠償命令を直接適用することはでき
ず、その責任を問う手段としては⺠事訴訟などが考えられます。 

これらの法的な見解を踏まえつつ、結果として市に多大な損害を与えた事実を極めて重
く受け止めており、その原因を分析し、実効性のある再発防止策を構築・実行すること
が、責務であると考えております。 
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4.市政運営に関する調査特別委員会からのご指摘と対する見解 
この度、市政運営に関する調査特別委員会より賜りましたご指摘の一つひとつを重く受け
止め、以下の通り見解を申し述べさせていただきます。 

①市は、システムについて、当初不具合があるにもかかわらず、当該システムが納品され
たことに対し、検収は十分行われたのか。 

監査報告書においても「納品物に不足がある状態で検収を行ったことは、事務手続きと
して適切でない」と指摘された通り、当時の検収プロセスは極めて不十分であったと認め
ざるを得ません。契約内容が完全に履行されているかを確認する組織的なチェック体制が
不明確であり、その後の問題拡大の一因となったと深く反省しております。 

②本システム契約は、賃貸借契約に当たるとの市の主張が、裁判では、請負契約であると
の認識であった。その認識の違いが、高額な和解金の発生要因となったと考えられるが、
当時のその判断は、適切であったのか。また、和解金が発生した責任の所在はどこにある
のか。 

契約の法的性質に関する認識の甘さが、本訴訟の最大の要因であったと認識しておりま
す。契約名にあるように「賃貸借契約」と判断しておりましたが、結果としてその判断は
司法の場では認められませんでした。先進的で複雑な契約に対するリスク評価や法務的な
検討が、組織として不足していました。責任の所在については、監査結果の通り個人の重
過失を問うことは困難であるものの、このような不適切なプロセスを許容したガバナンス
不全にこそ、重い責任があると考えております。 

③契約解除の意思決定について、起案が行われていない等、各事務手続きは適正に執行さ
れたのか。 

監査で指摘された数々の事務処理上の不備も含め、適正な手続きを軽視し、記録を残さ
ずに物事を進めることを許容してしまった組織体制があったことを痛感しております。 

④市は、浦添市監査委員に対して、地方自治法第 199 条第６項の規定に基づき、事務の執
行について監査を依頼しているとのことだが、本特別委員会から数度の要望にもかかわら
ず未だ報告がされていない。監査報告はいつになるのか。 

 令和 7 年 3 月 28 日に報告済みのため、省略いたします。 
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⑤貴重な財源から高額の和解金として、2 億 6,062 万 693 円が市の予算から支払われた
が、市議会から今回の和解金については、「市⺠負担を負わせることがないよう強く求め
る。」との附帯決議が行われた。市は、どのように対応する考えか。 

貴重な財源から多額の和解金をお支払いするに至った事態は、弁解の余地もございませ
ん。重ねて深くお詫び申し上げます。個人への賠償責任を問うことは困難であり、このご
負担にお応えする唯一の道は、二度とこのような事態を繰り返さないための実効性ある再
発防止策を徹底して実行し、市政への信頼を回復することであると肝に銘じております。 

 

5.問題の根本原因の分析について 
市政運営に関する調査特別委員会のご指摘、及び監査委員会の監査結果を踏まえ、本件

の根本原因は、単なる個人の過誤ではなく、システム調達に根差した組織的な問題である
と分析いたしました。 

（1）契約に対する組織的リスク管理の欠如 

本件の根源には、システム調達に係る先進的・複雑な契約に対する組織的なリスク認
識と管理の甘さがありました。 

• 契約の法的性質に関する認識の齟齬: 「ベンダーロックイン打破」という目的自体に
は合理性がありましたが、その実現手段として採用した「開発と保守の分離」とい
う先進的な調達方式は契約の法的性質である賃貸借か請負かを巡る解釈の相違とい
う重大なリスクを内包していました。しかし、このリスクに対する専門的な法務チ
ェックや組織的な検討が不十分なまま、契約締結を進めてしまっていたことや解約
時において「賃貸借契約であり支払い義務は生じないと思われる」という顧問弁護
士の助言を根拠に、相手方との認識に致命的な齟齬を生み、交渉の余地を失わせる
直接的な原因となりました。この根本的な認識の違いが、不具合発生時の修繕義務
の範囲や契約解除の有効性を巡る争点となり、訴訟に至る要因となりました。その
結果、第一審で市が「賃貸借契約」と主張を行ったものの、裁判所は「請負契約な
いし準委託契約の性質を有する」と判断しました。 

• 杜撰な契約事務プロセス: 監査報告書では、契約の入り口段階から数々の問題点が指
摘されています。具体的には、事業内容を考慮すると十分とは言えない公募期間の
設定、予定価格の積算根拠となる設計書等の不存在、契約保証金を免除した根拠資
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料の不存在など、契約事務における基本的な手続きが遵守されていませんでした。
これらは、契約の妥当性や相手方の履行能力を担保するための基本的なチェックで
あるにもかかわらず形骸化され、このような杜撰な事務処理が、システム調達に係
る契約全体の信頼性を損なう一因となりました。 

（2）不透明な意思決定と説明責任の欠如 

システム調達に係る業務執行における重要な意思決定が、客観的な記録や正規の手続
きを経ずに行われていた可能性があり、チェック機能が十分に働いていませんでした。 

• 正規の手続きを経ない意思決定: 調査特別委員会からは、2 億円以上の市⺠負担に繋
がる契約の解除という極めて重要な意思決定が、弁護士相談を適切に行っていたも
のの正規の起案文書を作成せずに行われたことが指摘されています。2 億円以上の財
政負担に繋がりうる契約解除という重要な決定プロセスが記録に残されないこと
は、市⺠や議会に対する説明責任の意識が欠如していたことに他ならず、本来機能
すべき決裁や合議といった仕組みが、形骸化していました。 

• 形骸化した検収プロセス: 一部、納品物に不足がある状態やシステム稼働に向けたテ
ストが適切に行われていたか不明な状態で検収が行われていたこともシステム調達
に係る契約履行を確認するという重要な業務が、客観的な基準なく、不透明なプロ
セスで行われたことを示しています。 

（3）文書管理の不備と庁内合意形成の不足 

監査において多数の「資料不存在」が指摘されたことは、文書管理の不備であり、組
織としての合意形成のプロセスが形骸化していることを示しています。 

• 重要資料の不存在: 監査の過程で、監査委員から要求された資料について「現在では
存在を確認できないとされるものが多数あった」と報告されています。重要な判断
や交渉の経緯が記録として残されておらず、担当者個人の経験や記憶に依存する
「属人化」した行政運営が行われていたと言えます。これにより、組織としての対
応能力を低下させた一因となっており、意思決定の前提となるべき資料や、交渉の
経緯を示す記録が残っていないことは、問題発生時の原因究明や責任の所在の明確
化などの検証を困難にしました。 

• 庁内合意形成の不足: 監査報告書の付言において、「システムの仕様の実現可能性の
議論や、導入に向けての庁内での合意形成過程が十分とは言えなかったと推察され
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る」と指摘されています。先進的な取り組みであるにも関わらず、システム導入前
の検討段階で関係部署を巻き込んだ十分な検討や合意形成がなされなかったこと
が、後の混乱を招いた要因と考えられます。 

 

 

6.総合的な再発防止策 
以上の原因分析に基づき、二度とこのような過ちを繰り返さないため、実効性のある総

合的な再発防止策を、以下の三つの柱で実行いたします。「浦添市 IT ガバナンスガイドラ
イン」を中核に据え、制度、業務プロセス、そして組織文化の全てを対象とした改革に取
り組みます。 

 

【第一の柱】制度改革によるガバナンスの再構築 
IT システムの企画から契約に至るプロセスに、組織的なチェック機能を制度として組み込
みます。 

• 構想・企画段階の制度的強化: 

1. 情報提供依頼（RFI）の義務化: 新規システム調達の検討段階で、複数の事業
者から広く技術情報や概算費用を収集する RFI の実施を義務付けます。これ
により、担当者の思い込みや限定的な情報に基づく計画を防ぎ、監査で指摘
された「積算根拠の不存在」という問題を根本から解決します。 

2. 「浦添市情報化推進委員会」等による多角的審議の必須化: 金額規模の大きい
案件や新規性の高い案件は、必ず庁内の「浦添市情報化推進委員会」等で多
角的に審議し、組織としての投資判断を行うプロセスを徹底します。これに
より、担当部署の独断を防ぎ、「庁内合意形成の不足」を制度的に解消しま
す。 

• 契約プロセスの厳格化: 

1. 外部専門家による法的チェックの義務化: 本件の最大の失敗要因である契約の
法的性質の誤認を防ぐため、先進的・非典型的な契約については、契約締結
前に顧問弁護士等外部の専門家によるリーガルチェックを必須とするプロセ
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スを導入します。これにより、市に不利な契約条項や潜在的リスクを事前に
特定し、組織として適切な判断を下す体制を構築します。 

2. 契約事務の標準化と手続き遵守の徹底: 契約保証金免除の要件確認と根拠資料
の添付、関係各課（財政課等）との合議について、法令等を確認、遵守を徹
底いたします。 

 

【第二の柱】業務プロセスの見直しと可視化 
システム調達に係るプロジェクトの進行管理と検収、公文書管理のプロセスを標準化し、
属人化を排除します。 

• プロジェクト管理の標準化: 

1. 「プロジェクト計画書」の作成と合意: 受注業者との間で、体制、スケジュー
ル、役割分担等を定めた「プロジェクト計画書」の作成と合意を義務付け、
関係者全員が参加するキックオフ会議で共有します。 

2. 定例会議と議事録による進捗の可視化: 定期的な進捗・課題管理会議の開催
と、決定事項・懸案事項を明記した議事録の作成・共有を徹底し、関係者間
の認識齟齬を防止します。 

• 検収プロセスの厳格化と客観性の担保: 

1. 客観的証跡に基づく検収: 受注業者が提出する「テスト計画書」及び「テスト
報告書」に基づき、市の要求仕様が満たされているかを客観的な証跡をもっ
て確認するプロセスを導入します。 

2. 「稼働判定会議」の設置: システム所管課、情報政策課、受注業者が一堂に会
し、テスト結果や残存課題をレビューした上で、組織として稼働可否を最終
判断する「稼働判定会議」を設置します。これにより、担当者の個人的判断
で不完全なシステムを受け入れるという「不十分な検収」を制度的に防止し
ます。 

• 公文書管理の徹底: 

1. 浦添市 IT ガバナンスガイドラインで定められた各プロセスで作成される全
ての文書（RFI 結果、委員会資料、議事録、テスト報告書等）を公文書とし
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て適正に作成・保存することを意識付けます。これにより、「資料不存在」
という問題を解決し、将来の検証可能性と説明責任を確保します。 

 

【第三の柱】組織と人材の改革 
制度やプロセスの実効性を高めるため、職員の意識と能力の向上を図ります。 

• 専門性の向上に向けた職員研修の強化: 

• 「浦添市 IT ガバナンスガイドライン」の内容を、全管理職及び契約担当部署
の職員を対象とした研修と位置づけ、その理解と遵守を徹底します。 

• 失敗から学び、知識を共有する組織文化の醸成: 

• 本件をケーススタディとして、会計事務、契約事務等の研修において、遵守
する事項について注意喚起を行い、手続き遵守の重要性と、それを怠った場
合のリスクを全庁的に共有します。これにより、監査報告書の付言にある
「今回の件を今後の施策推進に活かしていく」という要望に応えます。 

 

7.結びに 
本件は、市の行政運営におけるガバナンスの脆弱性を露呈する、極めて重く、痛苦な教

訓となりました。この事実を全職員が深く胸に刻み、二度とこのような事態を引き起こさ
ぬよう、本報告書に掲げた再発防止策を実行し、市⺠の皆様からの信頼回復に尽くす所存
です。 
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参考資料「時系列表」 

時期 事象 

平成 20 年３月 31 日 NTT データ九州と「第五次総合行政システム賃貸借契約」
を締結。 

平成 21 年３月 16 日 第五次総合行政システムが本稼働。稼働直後から慢性的な不
具合が頻発。 

平成 22 年４月 30 日 NTT データ九州と「第五次総合行政福祉システム賃貸借契
約」を締結。 

平成 23 年３月 22 日 第五次総合行政福祉システムが本稼働。こちらも同様に不具
合が続く。 

平成 25 年５月 21 日 度重なる不具合を受け、関係所属⻑による「第五次総合行政
システム検証プロジェクト」を設置。 

平成 26 年８月 15 日 庁議において、システムの入れ替えを正式に決定。 

平成 28 年 12 月 16 日 複数回にわたる協議が不調に終わったことを受け、市は顧問
弁護士の助言に基づき、NTT データ九州に対し契約解除を
通知。 

平成 29 年 1 月 市は賃貸借料の支払いを停止。 

平成 31 年２月 12 日 NTT データ九州が、未払い賃貸借料等の支払いを求め、那
覇地方裁判所に訴訟を提起。 

令和４年３月 15 日 那覇地方裁判所が、市の支払い義務を認める判決（第一審判
決）を下す。 

令和４年３月 25 日 控訴を提起する議案の可決。 

令和４年３月 29 日 市は第一審判決を不服として、福岡高等裁判所那覇支部に控
訴。 
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令和５年７月 27 日 裁判所から和解勧告がなされる。 

令和５年８月 18 日 和解議案の可決。 

令和５年９月６日 裁判上の和解が成立。 

令和５年９月 26 日 市が NTT データ九州に対し、和解金として総額 2 億 6,062
万 693 円を支払う。 

令和５年 12 月 25 日 市⻑が地方自治法第 199 条第６項に基づき、本市の監査委員
に対し、システム導入計画から和解金支払いに至るまでの全
事務執行に関する監査を要求する。 

令和 7 年 3 月 28 日 監査委員が「市⻑要求監査結果報告書」を提出。 
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